
lIl歯科診療に係る診療報酬請求書及び診療報酬明細書の記載要領

第1　診療報酬請求書（医科・歯科入院・入院外併用）の記載要領（様式第1（1））

llの第1の例によること。

第2　診療報酬請求書（歯科・入院外）の記載要領（様式第1（3））

1　「平成　年　月分」欄について

　診療年月を記載すること。

　　また、診療年月の異なる診療報酬明細書（以下「明細書」という。）がある場合には、それぞれの

診療年月分について診療報酬請求書を作成すること。なお、診療年月の異なる明細書であっても、返

戻分の再請求等やむを得ぬ事由による請求遅れ分については、この限りでないこと。

2　「医療機関コード」欄について

　　それぞれの医療機関について定められた医療機関コード7桁を記載すること（別添2「設定要領」

の第4を参照）。

3　　「別記　殿」欄について

　　保険者名、市町村名及び公費負担者名を下記例のとおり備考欄に記載することを原則とするが、省

略しても差し支えないこと。

　　（例）　別記　　全国健康保険協会理事長

　　　　　　　　　千代田区長

　　　　　　　　　東京都知事

4　　「平成　年　月　日」欄について

　　診療報酬請求書を提出する年月日を記載すること。

5　「保険医療機関の所在地及び名称、開設者氏名、印」欄について

　（1）保険医療機関の所在地及び名称、開設者氏名については、保険医療機関指定申請の際等に地方

　　　厚生（支）局長に届け出た所在地、名称及び開設者氏名を記載すること。なお、開設者氏名につ

　　　いては、開設者から診療報酬請求等につき委任を受けている場合には、保険医療機関の管理者の

　　　氏名であっても差し支えないこと。

　（2）　印については、当該様式に、予め保険医療機関の所在地、名称及び開設者の氏名とともに印形

　　　を一括印刷している場合には、捺印として取り扱うこと。

　　　　また、保険医療機関自体で診療報酬請求書用紙の調製をしない場合において、記名捺印の労を

　　　省くため、保険医療機関の所在地、名称及び開設者の氏名、印のゴム印を製作の上、これを押捺

　　　することは差し支えないこと。
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6　「医療保険」欄について

　（1）医療保険と公費負担医療の併用の者に係る明細書のうち医療保険に係る分及び医療保険単独の

　　者に係る明細書について記載することとし、医療保険単独の者に係る分については医療保険制度

　　　ごとに記載すること。なお、「区分」欄の藤野番号及び制度の略称は、別添2の別表1「法別番

　　号及び制度の略称表」のとおりであること。

　（2）　「件数」欄には明細書の医療保険に係る件数の合計を、「診療実日数」欄には明細書の診療実

　　　日数の合計を、「点数」欄には明細書の「合計」欄の点数の合計を記載すること。

　　　　また、「一部負担金」欄には明細書の「療養の給付」欄の「保険」の項に係る「一部負担金額」

　　　の項の一部負担金額の合計を記載すること。

　　　　ただし、「一部負担金」欄は、船員保険の被保険者に係る通勤災害時の初診料（災害発生時が

　　　平成21年12月31日以前のものに限る。）に係るものに限り記載すれば足りるものとするこ

　　　と。なお、「医保単独（七〇以上一般・低所得）」欄、「医保単独（七〇以上七割）」欄、「医保単

　　　独（本人）」欄、「医保単独（家族）」欄及び「野饗単独（六歳）」欄の「小計」欄にはそれぞれ

　　　の合計を記載すること。

　（3）　「①合計」欄には、「医保（70以上一般・低所得）と公費の併用」欄と「医局単独（七〇以

　　　上一般・低所得）」欄の「小計」欄と、「医保（70以上7割）と公費の併用」欄と「早耳単独

　　　（七〇以上七割）」欄の「小計」欄と、「医保本人と公費の併用」欄と「医保単独（本人）」欄の

　　　「小計」欄と、「医保家族と公費の併用」欄と「医保単独（家族）」欄の「小計」欄と、「医保（6

　　　歳）と公費の併用」欄と「争奪単独（六歳）」欄の「小計」欄とを合計して記載すること。

　（4）　医事会計システムの電算化が行われていない保険医療機関等にあっては、「医保単独（七〇以

　　　上一般・低所得）」欄と、「医保単独（七〇以上七割）」欄とに記載すべき各項の数字を合算し、

　　　その合計を「揖保単独（七〇以上一般・低所得）」欄に記載することをもって請求することがで

　　　きること。この場合には、当該合算を実施した上で各項を記載していることがわかるように「備

　　　考」欄に合算している旨を記載すること。

7　「公費負担」欄の「公費と医保の併用」欄について

　（1）　医療保険と公費負担医療の併用の者に係る明細書のうち、公費負担医療に係る分を公費負担医

　　療制度乙とに記載することとし、「区分」欄に不動文字が記載ざれていない公費負担医療がある

　　場合には区分の空欄に法別番号を記載し、当該制度の公費負担医療に係る分を記載すること。な

　　　お、「区分」欄の法別番号及び制度の略称は、別添2の別表1「法別番号及び制度の略称表」の

　　　とおりであること。

　（2）　「件数」欄には、公費負担医療制度乙とに明細書の件数を合計して、それぞれの制度の該当欄

　　　に記載すること。したがって、医療保険と2種の公費負担医療（例えば、感染症法による結核患

　　　者の適正医療と児童福祉法）の併用の場合は、1枚の明細書であ6ても公費負担医療に係る件数

　　　は2件となること。

　（3）　「点数」欄には、．明細書の「公費分点数」欄に記載した点数（2種類公費負担医療がある場合

　　　は、同齢に括弧書きで記載した点数を含む。）を、公費負担医療制度乙とに合計して、それぞれ

　　　の制度の該当欄に記載すること。ただし、公費分点数の記載を省略した明細書については、「合

　　　計」欄の点数が当該公費負担医療の点数と同じであるので、これを加えて合計すること。

　（4）　「一部負担金（控除額）」欄には、公費負担医療制度ごとに明細書の「患者負担額（公費分）」

　　　欄の金額（医療券等に記入ざれている公費負担医療に係る患者の負担額）を合計して、それぞれ
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　　の制度の該当欄に記載すること。

（5）　「区分」欄の「②計」欄には、「公費と医保の併用」欄の件数を合計して記載すること。

8　「公費負担」欄の「公費単独」欄について

　（1）公費負担医療単独の者に係る明細書分を公費負担医療制度ごとに記載することとし、生活保護

　　法以外の公費負担医療がある場合には区分の空欄に法別番号を記載し、当該制度の公費負担医療

　　　に係る分を記載すること。なお、公費負担医療に係る法別番号及び制度の略称は別添2の別表1

　　　「法別番号及び制度の略称表」のとおりであること。

　（2）　「件数」欄には、公費負担医療制度ごとに明細書の件数を合計して、それぞれの制度の該当欄

　　　に記載すること。

　（3）　「点数」欄には、明細書の「公費分点数」欄に記載した点数を公費負担医療制度ごとに合計し

　　て、それぞれの制度の該当欄に記載すること。

　（4）　「一部負担金（控除額）」欄には、公費負担医療制度ごとに明細書の「患者負担額（公費分）上

　　欄の金額（医療券等に記入さ’れている公費負担医療に係る患者の負担額）を合計して、それぞれ

　　の制度の該当欄に記載すること。

　（5）　「区分」欄の「③計」欄には、「公費単独」欄の件数を合計して記載すること。

9　公費負担医療のみで2種の公費負担医療の併用が行われた場合には、当該併用の者に係る分につい

ては、「備考」欄に公費負担医療制度乙とに制度の法印番号を記載し、それぞれについて、件数、点

数及び控除額を合計して記載すること。

10　「総件数①＋②＋③」欄について

　　「①合計」、「②計」及び「③計」欄の請求件数を合計して記載すること。なお、公費負担医療と

　公費負担医療の併用の者がある場合には「備考」欄に記載した件数を合計すること。

11　「明細書枚数①＋③」欄について

　　「①合計」及び「③計」欄の請求件数を合計した明細書の枚数を記載すること。なお、公費負担医

　療と公費負担医療の併用の者がある場合には当該明細書の枚数を合計すること。

第2の2　診療報酬請求書（医科・歯科）の記載要領（様式第8）

　診療報酬請求書（医科・歯科）の記載要領については、次に掲げる事項を除き、第1の例によること。

なお、「3　「別記　殿」欄について」は、各広域連合殿と読み替えること。

1　「後期高齢者医療」欄について

（1）後期高齢者医療と公費負担医療の併用の者に係る明細書のうち後期高齢者医療に係る分及び後

　　期高齢者医療単独の者に係る明細書について記載すること。

（2）　「件数」欄、「診療実日数」欄、「点数」欄及び「一部負担金」欄については、6の（2）と同

　　様であること。この場合、6の（2）中「医療保険」とあるのは「後期高齢者医療」と、「船員保

　　険の被保険者に係る通勤災害時の初診料（災害発生時が平成21年12月31日以前のものに限
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　　る。）」とあるのは「高齢者医療確保法第69条第1項の規定に基づく一部負担金の減額」と読み

　　替えること。

（3）　医事会計システムの電算化が行われていない保険医療機関等にあっては、「後期高齢九割」欄

　　と、「後期高齢七割」欄とに記載すべき各項の数字を合算し、その合計を「後期高齢九割」欄に

　　記載することをもって請求することができること。この場合には、合計を記載していることがわ

　　かるように「備考」欄に合算している旨を記載すること。

2　「公費負担」欄の「公費と後期高齢者医療の併用」欄について

　（1）後期高齢者医療と公費負担医療の併用の者に係る明細書のうち、公費負担医療に係る分を公費

　　負担医療制度ごとに記載することとし、「区分」欄に不動文字が記載ざれていない公費負担医療

　　がある場合には区分の空欄に法別番号を記載し、当該制度の公費負担医療に係る分を記載するこ

　　　と。なお、「区分」欄の法別番号及び制度の略称は、別添2の別表1「法別番号及び制度の略称

　　表」のとおりであること。

　（2）　「件数」欄には、公費負担医療制度乙とに明細書の件数を合計して、それぞれの制度の該当欄

　　　に記載すること。したがって、医療保険と2種の公費負担医療（例えば、感染症法による結核患

　　者の適正医療と児童福祉法）の併用の場合は、1枚の明細書であっても公費負担医療に係る件数

　　　は2件となること。

　（3）　「点数」欄には、明細書の「公費分点数」欄に記載した点数（2種の公費負担医療がある場合

　　　は、即吟に括弧書きで記載した点数を含む。）を、公費負担医療制度ごとに合計して、それぞれ

　　　の制度の該当欄に記載すること。ただし、公費分点数の記載を省略した明細書については、「合

　　　計」欄の点数が当該公費負担医療の点数と同じであるので、これを加えて合計すること。

　（4）　「一部負担金」欄には、公費負担医療制度乙とに明細書の「患者負担額（公費分）」欄の金額

　　　（医療券等に記入ざれている公費負担医療に係る患者の負担額）を合計して、それぞれの制度の

　　　該当欄に記載すること。

第3　診療報酬明細書の記載要領（様式第3）

1　診療報酬明細書の記載要領に関する一般的事項

（1）明細書は、白色紙黒色刷りとすること。

（2）左上の隅より右へ12mm、下へ12時置の位置を中心に半径2年目の穴をあけて、綴じ穴とする

　　こと。

（3）月の途中において保険者番号の変更があった場合は、保険者番号乙とに、それぞれ別の明細書

　　を作成すること。高齢受給者証又は後期高齢者の被保険者証が月の途中に発行ざれること等によ

　　り給付額を調整する必要がある場合又は公費魚担医療単独の場合において公費負担者番号若しく

　　は公費負担医療の受給者番号の変更があった場合も、同様とすること。

（4）所定点数を予め印刷しておき、算定回数が月に1回と限られた項目を算定した場合には、当該

　　項目の略称を○で囲み、複数回算定できる項目を算定した場合には、算定した回数を記載するこ

　　とでも差し支えないこと。

　　　また、予め印刷する点数を乳幼児加算、障害者加算又は歯科訪問診療時加算の加算後の点数と
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　　しても差し支えないが、この場合、「特記事項」欄に「50／100」と記載するか、予め印刷

　　しておくこと。

（5）電子計算機の場合は、次によること。

　　ア　欄の名称を簡略化して記載しても差し支えないこと。

　　　　また、複数の選択肢から○を用いて選択する欄については、特段の定めのある場合を除き、

　　選択した項目のみ記載し、それ以外の項目は省略しても差し支えなく、記載しない欄について

　　　は「×」を省略して差し支えないこと。

　　イ　枠をその都度印刷することとしても差し支えないこと。

　　ウ　用紙下端の空白部分は、0⊂R処理等審査支払機関の事務処理に供するため、その他の目的

　　　には使用しないこと。

　　工　電子計算機用の0⊂R関連事項は、「レセプト基本フォーマット集（平成9年8月版）」（社

　　会保険庁運営部門）によることが望ましいこと。

　　オ　記載する文字は、JlSXO208において文字コードが設定さ’れた範囲とすることが望ま

　　　しいこと。

2　診療報酬明細書の記載要領に関する事項

　（1）　「平成　年　高分」欄について

　　　診療年月を記載すること。

　（2）　「都道府県番号」欄について

　　　二二2の別表2「都道府県番号表」に従い、保険医療機関の所在する都道府県の番号を記載す

　　　ること。

　（3）　「医療機関コード」欄について

　　　それぞれの医療機関について定められた医療機関コード7桁を記載すること（別丁2「設定要

　　領」の第4を参照）。

　（4）　「保険種別1」、「保険種別2」及び「本人・家族」欄について

　　　ア　　「保険種別1」欄については、次の左に掲げる保険の種別に応じ、右の番号のうち1つを○

　　　　で囲むこと。

　　　　健康保険（船員保険を含む。以下同じ。）又は国民健康保険（退職者医

　　　　療を除く。以下同じ。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　社・国

　　　　公費負担医療（健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療又は退職者医

　　　　療との併用の場合を除く。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　公費

　　　　後期高齢者医療　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3　後期

　　　　退職者医療　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4　退職

　　　　　（注）退職者医療には、健康保険法附則第3条に規定する特定健保組合に係るものは該当し

　　　　　　ないこと。

　　　イ　「保険種別2」欄については、「保険種別1」欄のそれぞれについて、次の左の別に応じ、

　　　右の番号のうち1つを○で囲むこと。

　　　　単独　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　単独

　　　　　1種の公費負担医療との併用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　2併

　　　　　2種以上の公費負担医療との併用　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　3　3併

　　　　　（注）公費負担医療には、地方公共団体が独自に行う医療費助成事業（審査支払機関へ医療
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　　　　費を請求するものに限る。）を含むこと。

ウ　ア及びイについては、○で囲むことを省略しても差し支えないこと。

エ　　「本人・家族」欄については、次の左に掲げる種別に応じて、右の番号のうち1つを○で囲

　むこと。未就学者である患者は「4」、高齢受給者又は後期高齢者医療受給対象者は「8」又

　は「0」を○で囲むこと。なお、公費負担医療については本人に該当するものとする。

　　ただし、国民健康保険の場合は、市町村国民健康保険であって被保険者（世帯主）と被保険

　者（その他）の給付割合が異なるもの及び国民健康保険組合については被保険者（世帯主（高

　齢受給者を除く。））は「2」、被保険者（その他（未就学者である患者及び高齢受給者を除く。））

　は「6」を○で囲むこととし、それ以外（未就学者である患者及び高齢受給者を除く。）はい

　ずれか一方を○で囲むこと。

　　なお、「2　望外」（若しくは「2　本」）、「4　六郷」（若しくは「4　六」）、「6　領外」

　（若しくは「6　家」）、「8　高外一」（若しくは「8　高一」）又は「0　高外7」（若しく

　は「0　高7」）の項のみを印刷したものを使用することとしても差し支えないこと。

　　　　2　本人外来

　　　　4　未就学者外来

　　　　6　家族外来

　　　　8　高齢受給者・後期高齢者医療一般・低所得外来

　　　　0　高齢受給者・後期高齢者医療7割給付外来

　　オ　電子計算機の場合は、次のいずれかの方法によること。

　　　（ア）　当該欄の上に選択する番号及び保険種別等のみを記載する。

　　　（イ）

（5）　「保険者番号」欄について

2　本外

4　六外

6　家外

8　高外一

〇　高外7

選択肢をすべて記載した上で、選択しないものをすべて＝線で抹消する。

　　ア　設定’ざれた保険者番号8桁（国民健康保険については6桁）を記載すること（別添2「設定

　　要領」の第1を参照）。なお、国民健康保険の場合は右詰めで記載すること。

　　イ　公費負担医療単独の場合及び公費負担医療のみの場合は、別段の定めのある場合を除き、記

　　載しないこと。

（6）　「給付割合」欄について

　　　国民健康保険及び退職者医療の場合、該当する給付割合をOで囲むか、（）の中に給付割合

　　を記載すること。

　　　ただし、国民健康保険については、自県分の場合は、記載を省略しても差し支えないこと。

（7）　「被保険者証・被保険者手帳等の記号・番号」欄について

　　ア　健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、退職者医療被保険者証、船員保険被保険者

　　証、受給資格者票及び特別療養費受給票等の「記号及び番号」欄の記号及び番号を記載するこ

　　　と。

　　　　また、後期高齢者医療被保険者証の「被保険者番号」欄の「被保険者番号」を記載すること。

　　イ　記号と番号の間にスペース、「・」若しくは「一」を挿入するか、又は上段に記号、下段に

　　　番号を記載すること。

　　　　また、当該記号及び番号のうち○で囲んだ文字に代えて当該文字を（）で囲んだものを使

　　　写して記載することも差し支えなく、記載枠に書ききれない等の場合は、（）を省略しても

　　　差し支えないこと。なお、被保険者が、月の途中において、記号・番号を変更した場合又は任

　　　意継続に変更した場合（給付割合に変更がない場合に限る。）は、変更後の記号・番号を記載
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